
各広域地方計画のモニタリングについて

モニタリングの基本的事項

• ブロックごとに、各広域地方計画のモニタリングを毎年度実施

• 協議会において十分協議しながら推進

モニタリングの対象・方法等

モニタリング結果の取りまとめ・公表

※各広域地方計画のモニタリング結果は、ブロック間比較分析に活用（国土計画局が実施）

※全国計画の政策評価等に併せて、モニタリング結果も踏まえ、計画の実施状況を評価し、計
画の見直し等必要な措置を講ずる。

【ブロックごとの評価】

■ 総括的な評価

定性的に評価 （各プロジェクトや戦略目標の評価結果を基に評価）

※このほか、各ブロックでのアンケート調査等の実施について検討

■ 各プロジェクト

原則として、アウトカム指標を設定して定量的に評価

（指標は、計画の大臣決定までに協議会構成員間で検討・調整。）

プロジェクトの取組状況やプロジェクト推進に向けた課題への対応等について議論

■ 各戦略目標

定性的に評価 （各プロジェクトの評価結果を基に評価）

（別紙）
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